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午前 １０時 ００分 開会 

教 育 長  おはようございます。本日は３名の委員の出席を得ましたので、委員会は成立

いたしました。 

 なお、上野委員からは、ご欠席の連絡が入っております。 

 それでは、ただいまから平成３０年第６回の教育委員会定例会を開催いたしま

す。 

 本日の会議に出席する職員は、矢嶋次長、松田地域教育力担当部長、木曽教育

総務課長、三浦学務課長、水野生涯学習課長、石橋地域教育力推進課長、栗原指

導室長、新井教育支援センター所長、佐藤新しい学校づくり課長、大森学校配置

調整担当課長、荒張施設整備担当副参事、荒井中央図書館長、以上１２名でござ

います。 

 本日の議事録署名委員は、会議規則第２９条により、青木委員にお願いいたし

ます。 

 本日の委員会は２名から傍聴申し出がなされており、会議規則第３０条により

許可しましたので、お知らせいたします。 

 それでは、議事に入ります。 

 

○議事 

日程第一 議案第４号 教育財産の用途廃止について 

（新しい学校づくり課） 

○報告事項 

４．「区長の権限に属する事務の委任及び補助執行について」の一部改正につい

て 

（総－２・教育総務課） 

教 育 長  日程第一 議案第４号「教育財産の用途廃止」につきまして、次長と新しい学

校づくり課長から、また、これに関連して、報告４「「区長の権限に属する事務

の委任及び補助執行について」の一部改正」につきまして、教育総務課長から説

明願います。 

 

次 長  それでは、議案第４号をご覧ください。 

 教育財産の用途廃止について。 

 上記の議案を提出する。 

 平成３０年３月１４日。 

 提出者は、中川修一教育長でございます。 

 教育財産の用途廃止について。 

 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第２１条第２号により、教育財産の

用途を廃止する。 

 記。 

 １、対象教育財産。 

 板橋区立板橋第九小学校。 
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 板橋区立板橋第十小学校。 

 板橋区立向原中学校。 

 以下、詳細につきましては、新しい学校づくり課長、また、関連した報告につ

きましては、教育総務課長から説明させていただきます。 

 

新しい学校づくり課長  それでは、引き続き、ご説明を申し上げます。 

 教育財産の廃止でございます。 

 対象施設につきましては、ただいま、次長からご説明いたしました３施設でご

ざいます。 

 提案理由でございます。 

 資料の記書きの２、廃止する財産のところの（１）以下をご覧ください。 

 まず、板橋第九小学校でございます。 

 平成３０年３月３１日の閉校に伴いまして、板橋第九小学校として使用してい

た土地、建物及び工作物の用途を廃止いたしまして、当該財産を区長部局に引き

渡すものでございます。 

 次に、（２）でございます。 

 板橋第十小学校でございます。 

 こちらは、校舎の改築に伴いまして、建物及び工作物の取り壊しを行うため、

建物及び工作物の用途を廃止いたしまして、当該財産を区長部局に引き渡しを行

うものでございます。 

 なお、体育館棟につきましては、改築工事期間中も、引き続き、使用いたしま

して、新校舎竣工後に解体予定のため、今般の用途廃止には含んでございません。 

 次に、（３）でございます。 

 向原中学校でございます。板橋第九小学校と同様に、平成３０年３月３１日を

もって閉校いたします。現校地を上板橋第二中学校の校地といたしまして、校舎

を新築いたします。 

 したがいまして、土地は引き続き教育財産の用に供することにいたしまして、

板橋第十小学校と同様に、建物及び工作物の取り壊しを行うため、建物及び工作

物の用途を廃止いたしまして、当該財産を区長部局に引き継ぐものでございます。 

 なお、区長部局への引き継ぎ後につきましては、区長部局におきまして、当該

建物及び工作物の財産受領後、取り壊しに向けた事務処理を進めてまいります。 

 資料の２ページ目に廃止する財産の面積等について記載をさせていただいてお

ります。面積等につきましては、こちらでご確認をいただければと存じます。 

 また、資料の３ページ目以降に、今回、廃止をいたします各財産の配置図を記

載してございます。こちらにつきましても、ご確認をいただければと存じます。 

 雑駁ではございますが、説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。 

 

教育総務課長  引き続きまして、議案に関連いたします報告事項を説明いたします。 

 資料は、「総－２」です。 

 「区長の権限に属する事務の委任及び補助執行について」の一部改正について
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です。 

 この通知は、本来、区長の権限に属する事務について、教育委員会に委任及び

補助執行させることを通知したものです。 

 委任とは、権限の一部を委任者に移し、受任者の名において権限を行うもので、

具体的には教育委員会の職員の勤務時間等に関する事務、学校基本調査に関する

事務、あいキッズに関する事務を教育委員会に委任すること及び教育委員会の所

管事項に係る収入通知、支出命令等を課長等に委任することになります。 

 また、補助執行とは、内部的に長の権限を補助し、執行させるもので、長の名

において行います。 

 具体的には、次長等に補助執行させる事務として、予算の編成要求に関するこ

と、会計事務、予算事務、契約事務等の処理等があります。 

 今回の一部改正では、次長等に補助執行させる事務について、新たに地域教育

力推進課長に補助執行させる事務を追加させるものです。 

 それでは、資料に基づきまして説明いたしますが、記書きの１、新たに補助執

行させる事務として、学校としての用途を廃止した区立学校の地域に開放する施

設に係る事務について、１点目、使用の承認に関する事務、２点目、使用料の減

免及び徴収に関する事務、３点目、管理委託に関する事務について、補助執行さ

せるものです。 

 ２、施行期日は、平成３０年４月１日。 

 ３、対象となる旧学校は、旧板橋第九小学校。 

 ４、開放施設及び開放を許可する団体。 

 （１）開放施設は、校庭、体育館棟です。 

 （２）開放を許可する団体は、原則、旧学校となる以前に学校施設開放条例に

よる団体登録をしており、その施設を定期利用していた団体とします。 

 ５、その他です。 

 （１）旧板橋第九小学校における財産管理は、資産活用課が行います。 

 （２）町会の総会、地域まつり、保育園の運動会等、定期利用以外の施設利用

における申請・承認等の事務は資産活用課が行うことになります。 

 説明は以上でございます。 

 

教 育 長  質疑、意見等がございましたら、ご発言ください。 

 

高 野 委 員  旧板橋第九小学校について、登録している団体は、実際にはどのくらいの数が

あるのでしょうか。 

 

地域教育力推進課長  旧板橋第九小学校を使用している団体は、５、６団体ございまして、基本的に、

現在、定期的に使っている団体のみ、今後もご使用いただくということで考えて

ございます。 

 

教 育 長  今後、新たな団体の登録は認めないということですね。 
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地域教育力推進課長  認めないということです。 

 

教 育 長  そのほか、いかがでしょうか。 

 よろしいでしょうか。 

 

（はい） 

 

教 育 長  では、お諮りします。日程第一 議案第４号については、原案のとおり可決す

ることにご異議ございませんか。 

 

（異議なし） 

 

教 育 長  では、そのように決定いたします。 

 

○議事 

日程第二 議案第５号 東京都板橋区立生涯学習センター処務規則の一部を改正 

           する規則 

（教育総務課） 

日程第三 議案第６号 東京都板橋区立図書館処務規則の一部を改正する規則 

（教育総務課） 

日程第四 議案第７号 東京都板橋区教育委員会事務局統括課長、総括係長及び 

           主任主事の職の指定等に関する規程の一部を改正する訓 

           令 

（教育総務課） 

日程第五 議案第８号 東京都板橋区教育委員会事務局処務規程の一部を改正す 

           る訓令 

（教育総務課） 

日程第六 議案第９号 東京都板橋区立郷土資料館処務規程の一部を改正する訓 

           令 

（教育総務課） 

日程第七 議案第１０号 東京都板橋区教育支援センター処務規程の一部を改正 

            する訓令 

（教育総務課） 

日程第十三 議案第１６号 幼稚園教育職員の初任給、昇格及び昇給等に関する 

             規則の一部を改正する規則 

（教育総務課） 

日程第十四 議案第１７号 幼稚園教育職員の旅費支給規程の一部を改正する訓 

             令 

（教育総務課） 
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教 育 長  続いて、日程第二 議案第５号から日程第七 議案第１０号まで、及び日程第

十三 議案第１６号並びに日程第十四 議案第１７号を一括して、次長と教育総

務課長から説明願います。 

 

次 長  それでは、該当項目をまとめてご説明させていただきます。 

 議案第５号から第１０号と第１６号並びに第１７号を提出する。 

 平成３０年３月１４日。 

 提出者は、中川修一教育長でございます。 

 議案第５号。 

 東京都板橋区立生涯学習センター処務規則の一部を改正する規則。 

 議案第６号。 

 東京都板橋区立図書館処務規則の一部を改正する規則。 

 議案第７号。 

 東京都板橋区教育委員会事務局統括課長、総括係長及び主任主事の職の指定等

に関する規程の一部を改正する訓令。 

 議案第８号。 

 東京都板橋区教育委員会事務局処務規程の一部を改正する訓令。 

 議案第９号。 

 東京都板橋区立郷土資料館処務規程の一部を改正する訓令。 

 議案第１０号。 

 東京都板橋区教育支援センター処務規程の一部を改正する訓令。 

 議案第１６号。 

 幼稚園教育職員の初任給、昇格及び昇給等に関する規則の一部を改正する規則。 

 議案第１７号。 

 幼稚園教育職員の旅費支給規程の一部を改正する訓令。 

 以上の、規則３件、規程５件につきましては、いずれも行政系及び技能・業務

系人事制度の改定に伴い、規定の整備を行うものでございます。 

 詳細につきましては、教育総務課長から説明いたします。 

 

教育総務課長  「説明資料」という資料がございますので、そちらから説明をさせていただき

ます。 

 まずは、資料の５ページ目をご覧ください。 

 こちらが人事制度の改正についての概要になりますが、ご覧のとおり、平成３

０年４月１日から施行する行政系及び技能・業務系人事制度については、現行の

１から８級職までの職務の給与を、新たに１から６級職の６層制に再編します。

それに伴いまして、統括課長を課長級に統合、また、総括係長を課長補佐としま

す。さらに、主任主事を主任に、それぞれ職の名称を改正するなどの内容となっ

ております。 

 それでは、資料の１ページ目に戻っていただきます。 

 議案第５号です。 
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 「東京都板橋区立生涯学習センター処務規則」について、まず、第６条におい

て、「所長の命」を「上司の命」に、また、「所長と協力し、連携して」という

文言を追加、また、「特定の事務」を「専門的な事務等」に、こちらは区長部局

とあわせて主査の職責を改正するものです。 

 また、第７条において、「所属職員」を「所属職員（主査を除く）」とするな

ど、所長の専決事案を区長部局にあわせて改正するものです。 

 以下、議案第６号「東京都板橋区立図書館処務規則」から議案第１０号「東京

都板橋区教育支援センター処務規程」までは、議案第５号と同様の趣旨で、主査

の職責、専決事項、職の名称、統括課長の職の指定、主任の職の指定などについ

て改正するものでございます。 

 内容は記載のとおりですので、ご覧いただければと思います。 

 続きまして、資料の３ページ目をお開きください。 

 議案第１６号「幼稚園教育職員の初任給、昇格及び昇給等に関する規則」につ

いてです。 

 新たに、職員となった者の号給について改正するものです。 

 区長部局とあわせまして、幼稚園教育職員給料表初任給基準に定める初任給調

整号数を廃止するものでございます。 

 続いて、資料の４ページ目をお開きください。 

 議案第１７号「幼稚園教育職員の旅費支給規程」については、職務の級を改正

するものです。 

 行政職給料表（一）の各級に相当する幼稚園教育職員の職務の級を改正するも

のでございます。 

 説明は以上でございます。 

 

教 育 長  質疑、意見等がございましたら、ご発言ください。 

 

松 澤 委 員  ４級職、３級職の「係長」というところは同じなのですが、総括係長について、

「課長補佐」という名称になっていました。これは何か意図があってのものなの

でしょうか。 

 

教育総務課長  今回の改正において、この部分も目玉の一つなのですが、今まで総括係長とい

う職は、当然に課長補佐の役割を担っていたわけですが、その部分を、名称を変

えることによってさらに強調して職員に自覚していただく、あるいは課長級の側

も、しっかりと補佐をしていただくということを意識しながらマネジメントする

ということで、改正するものです。 

 

松 澤 委 員  ありがとうございます。 

 

教 育 長  よろしいでしょうか。 
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（はい） 

 

教 育 長  では、お諮りします。日程第二 議案第５号から日程第七 議案第１０号まで、

及び日程第十三 議案第１６号並びに日程第十四 議案第１７号については、原

案のとおり可決することにご異議ございませんか。 

 

（異議なし） 

 

教 育 長  では、そのように決定いたします。 

 

○議事 

日程第八 議案第１１号 少年自然の家八ケ岳荘の管理運営に関する平成３０年 

            度協定の締結並びに平成３０年度事業計画の承認につ 

            いて 

（生涯学習課） 

日程第九 議案第１２号 榛名林間学園の管理運営に関する平成３０年度協定の 

            締結並びに平成３０年度事業計画の承認について 

（生涯学習課） 

日程第十 議案第１３号 教育科学館の管理運営に関する平成３０年度協定の締 

            結並びに平成３０年度事業計画の承認について 

（生涯学習課） 

日程第十一 議案第１４号 郷土芸能伝承館の管理運営に関する基本協定を改定 

             する協定及び平成３０年度協定の締結並びに平成３ 

             ０年度事業計画の承認について 

（生涯学習課） 

日程第十二 議案第１５号 東京都板橋区立図書館の管理運営に関する基本協定 

             を改定する協定及び平成３０年度協定の締結並びに 

             平成３０年度事業計画の承認について 

（中央図書館） 

教 育 長  続いて、日程第八 議案第１１号から日程第十二 議案第１５号までを一括し

て、地域教育力担当部長と生涯学習課長並びに中央図書館長から説明願います。 

 

地域教育力担当部長  議案第１１号、１２号、１３号についてです。 

 少年自然の家八ケ岳荘、榛名林間学園、教育科学館の管理運営に関する平成３

０年度協定の締結並びに平成３０年度事業計画の承認について。 

 上記の議案を提出する。 

 平成３０年３月１４日。 

 提出者は、板橋区教育委員会教育長、中川修一でございます。 

 少年自然の家八ケ岳荘ほか２件について、指定管理者と平成３０年度協定を締

結する。また、指定管理者より提出された平成３０年度事業計画について承認す



8 

る。 

 提案理由は、少年自然の家八ケ岳荘ほか２件の平成３０年度業務実施に当たり、 

平成３０年度協定を締結し、指定管理業務の事業計画を承認し決定する必要があ

るためでございます。 

 

 続きまして、議案第１４号、郷土芸能伝承館の管理運営に関する基本協定を改

定する協定及び平成３０年度協定の締結並びに平成３０年度事業計画の承認につ

いて、及び、議案第１５号、東京都板橋区立図書館の管理運営に関する基本協定

及び平成３０年度協定の締結並びに平成３０年度事業計画の承認について。 

 上記の議案を提出する。 

 平成３０年３月１４日。 

 提出者は、板橋区教育委員会教育長、中川修一でございます。 

 郷土芸能伝承館について、指定管理者と基本協定を改定する協定及び平成３０

年度協定を締結する。また、指定管理者より提出された平成３０年度事業計画に

ついて承認する。東京都板橋区立図書館について、指定管理者と基本協定及び平

成３０年度協定を締結する。また、指定管理者より提出された平成３０年度事業

計画について承認する。 

 提案理由は、郷土芸能伝承館の平成３０年度業務実施に当たり、基本協定を改

定する協定書及び平成３０年度協定を締結し、指定管理業務の事業計画を承認し

決定する必要があるため、及び、東京都板橋区立図書館の平成３０年度業務実施

に当たり、基本協定及び平成３０年度協定を締結し、指定管理業務の事業計画を

承認し決定する必要があるためでございます。 

 議案第１１号から１４号についての詳細は生涯学習課長より、議案第１５号に

ついての詳細は中央図書館長よりご説明申し上げます。 

 

生涯学習課長  それでは、議案第１１号から第１４号、生涯学習課が所管いたします指定管理

施設４施設の平成３０年度の年度協定書及び事業計画書についてご説明させてい

ただきます。 

 資料につきましては、「少年自然の家八ケ岳荘の管理運営に関する平成３０年

度協定の主な見直し概要」というタイトルのものをご覧ください。 

 指定管理施設の４施設でございますが、少年自然の家八ケ岳荘、榛名林間学園、

教育科学館、郷土芸能伝承館となります。 

 施設ごとに年度協定書と事業計画書がそれぞれあります。 

 毎年、年度が始まる前に、協定書と事業計画書について、教育委員会に議案と

してお諮りするものでございます。 

 なお、内容が多いので、先ほどの概要版をもとに説明させていただければと思

います。 

 また、指定管理施設の管理運営につきましては、基本的には平成２９年度と同

様となりますが、本日は変更点を中心にご説明したいと思います。 
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 それでは、初めに、少年自然の家八ケ岳荘でございます。 

 八ケ岳荘は平成３０年度に大規模改修工事が入りますので、宿泊や食事の提供

がなくなります。そのため、見直しがほかの施設と比較すると大きくなってござ

います。 

 資料の１ページをご覧いただければと思います。 

 まず、指定管理委託料でございますが、平成３０年度は２，９８５万８，３９

６円ということで、２９年度の委託料と比較しますと約５，１００万円程度の減

となっております。 

 これは、先ほど申し上げたとおり、宿泊や食事の提供がなくなることが理由と

なります。 

 一方、指定管理業務は継続することになります。 

 内容でございますが、資料の４ページをご覧いただければと思います。 

 （４）休館期間中・平成３１年度リニューアルオープンに向けた準備業務がご

ざいます。 

 こちら、①から⑬まで列挙されておりますが、例えば、平成３１年度利用の事

前予約の受付、パンフレット・ポスターの作成、事前の備品搬出作業と保管、ま

た新メニューの開発、そして従業員研修の実施などを計画しているところでござ

います。 

 

 続きまして、榛名林間学園でございます。 

 資料の６ページをご覧いただければと思います。 

 指定管理委託料でございますが、平成３０年度は４，３３６万３０４円となっ

てございます。２９年度と比較しまして、約２６０万円程度の増ということにな

ってございます。 

 増加の理由でございますが、その下に書いてございますが、備品等を購入する

ことになりました。冷蔵ショーケース、また暖房機、食器洗浄機・消毒保管庫設

置工事費などが増加の原因となってございます。 

 その辺りが大きな変更点となってございます。 

 

 続きまして、教育科学館でございます。 

 資料の１２ページをご覧ください。 

 まず、平成３０年度の指定管理委託料でございますが、１億６，６２６万７６

０円となってございます。 

 予算につきましては、増減がございまして、２１万７，０００円程度の増とな

ってございます。 

 増の主な原因でございますが、顕微鏡画像投影システムの更新でございます。 

 これは顕微鏡で覗いた画像を電子黒板に映し出す機械でございます。これを２

台設置するということで、予算は増となってございます。 

 事業計画の見直しとしましては、開館３０周年を迎えますので、夏休みイベン

トを充実させていきたいということと、プラネタリウムのプログラムの見直しを



10 

図っていきたいと思っています。その辺りが大きな変更点となってございます。 

 

 最後に、郷土芸能伝承館でございます。 

 資料の２１ページをご覧ください。 

 郷土芸能伝承館のみ、基本協定書も改定しております。 

 指定管理施設の協定書には基本協定書と年度協定書がありまして、年度協定は

毎年見直しが行われますが、基本協定書は基本的には指定管理期間中は改定等を

行わないものでございますが、このたび、郷土芸能伝承館につきましては、自主

事業を新たに実施できるようにということで、改定を入れているところでござい

ます。 

 改定の内容でございますが、資料の２２ページにあります。こちらをご覧いた

だければと思いますが、自主事業の実施でございます。 

 こちらには、自主事業を行えること、また、実施するときは区の承認を受けて

行うことなどが追加となってございます。 

 これは、指定管理者に管理運営を行わせているメリットを生かすためにという

ことで、榛名林間学園、少年自然の家八ケ岳荘では既に実施している自主事業に

ついて、郷土芸能伝承館でも行えるようにということで改定をするところでござ

います。 

 現在、企画している自主事業でございますが、例えば、田遊びとか、獅子舞な

ど、地域の郷土芸能がございます。それが実施される前に伝承館で講座などを実

施いたしまして、見どころなどについて事前勉強して、当日、見に来ていただく

と、一連の事業を企画しているところでございます。 

 年度協定の内容に移らせていただきます。 

 資料の２４ページをご覧ください。 

 指定管理委託料ですが、平成３０年度、１，６３２万１，１９６円ということ

で、２９年度と比較しまして約５万２，０００円程度増加しております。 

 増加の理由ですが、太鼓の購入費と区旗の購入費等が増の原因となっておりま

して、増減がございまして、全体的には約５万２，０００円の増ということで計

上させていただいているところでございます。 

 説明は以上でございます。 

 

中 央 図 書 館 長  続いて、議案第１５号「東京都板橋区立図書館の管理運営に関する基本協定を

改定する協定及び平成３０年度協定の締結並びに平成３０年度事業計画の承認」

についてご説明いたします。 

 資料は、「東京都板橋区立図書館の管理運営に関する基本協定概要」というタ

イトルのものをご覧ください。 

 資料の１ページ目を開いてください。 

 板橋区立図書館につきましては、指定管理者制度を導入している１０館につき

まして、平成３０年度より平成３４年度までの５年間の基本協定を、図書館運営

事業者、３事業者と締結いたします。 



11 

 締結する指定管理者は、１に記載のとおり、ナカバヤシ株式会社東京本社につ

きまして、新たに指定管理指定をさせていただきます。 

 第２期の基本協定から変更となった主な内容について、３点ご説明させていた

だきます。 

 （２）第７条（職員の配置）につきましては、レファレンスサービスの充実な

どを図るために、第５項で、図書館司書有資格者を各館、職員の３５％から５０

％以上に引き上げること、また、６項、７項でレファレンス及び児童サービス専

任の担当者配置を新たに規定してございます。 

 ２点目です。 

 （３）第２０条（事業計画）です。 

 こちらにおきまして、指定管理者に求める具体的なサービスの内容と水準を新

たに整備する中央図書館の基本構想で指定いたしました重点項目に即しまして、

図書館サービスの維持・向上、生涯を通じ、心の豊かさを支える図書館、課題解

決型図書館、学校・地域と連携する図書館、地域のコミュニティ形成を支援する

図書館の方向を検討しております。 

 これは今回の新たな指定管理期間中に、開館予定の中央図書館の事業展開を踏

まえて、区立図書館１１館全体で目標を同じにしてサービス向上を目指すために

改正したものでございます。 

 加えて、第２項におきまして、平成３３年度及び３４年度の事業計画について

は、新中央図書館の事業展開を踏まえた内容として提出することを規定いたしま

して、その内容を審査し、両者協議のうえで管理業務の継続が難しいとした場合

には、第３６条に指定の取消しもあることを明記しております。 

 こちら、資料の２ページ目のところになります。 

 ３点目です。（８）第５４条に、利用者ニーズを把握する方法として、従前の

日常的な利用者アンケート、満足度調査の実施に加えまして、利用者懇談会を各

館で実施し、中央図書館に内容を報告することを追加しております。利用者の声

を踏まえた図書館のサービス向上を目指して明確に規定したものでございます。 

 基本協定の説明は以上です。 

 続いて、資料の１９ページ目をお開きください。 

 平成３０年度の協定書の概要につきまして、ご説明をさせていただきます。 

 ３事業者と、それぞれ平成３０年度１年間の管理業務につきまして必要な事項

をこの協定で定めております。 

 主な変更点について説明をいたします。 

 各社共通の内容としては、これまで年度協定に定めのなかった管理運営業務仕

様書を追加いたしまして詳細に管理運営業務を示したこと、また、指定管理期間

５年間を通じて行う業務につきましては基本協定に規定することといたしました。 

 そのほか、株式会社ヴィアックスと締結する平成３０年度協定書におきまして、

第１５条、西台図書館に関する特記事項で、平成３０年度中に実施する施設維持

改修工事に伴う休館中の管理業務及び人員配置についての条文を追加しておりま

す。 
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 １６条の第３項、志村図書館における特記事項も同様です。 

 これは、西台図書館では１１月に、志村図書館では１０月に、それぞれ１カ月

間、空調機の設備工事を実施するため臨時休館を予定しておりまして、その期間

中の管理運営業務と人員配置を通常開館中より減じることを規定するものでござ

います。 

 これによりまして、第５条第１項に定めた今年度の委託料につきまして、工事

期間中減員した人件費分を減額して反映しているものでございます。 

 なお、２つの図書館のところに、工事期間中に特別整理期間を合わせて行うこ

とといたしまして、できるだけ臨時休館の期間を少なくするようにしております。 

 平成３０年度協定の説明は以上です。 

 最後に、平成３０年度の事業計画についてご説明をいたします。 

 資料の３７ページ目をご覧ください。 

 指定管理期間の初年度に当たる平成３０年度の計画につきましては、安全で適

正な管理運営はもとより、利用サービスの向上、利用者ニーズに応えた魅力ある

区立図書館全体の事業展開に向けて、具体的なサービス水準を定め、目標達成に

向けた取組を計画化しております。 

 指定管理者公募の際に求めた人員配置や、プロポーザルの際、提案のあった新

規事業などの実施についても協議を積み重ね、このたび事業計画としてお示しさ

せていただくものです。 

 また、重点目標を、区から今年度３点提示いたしまして、これに対する事業展

開につきましても計画に盛り込んでいただいたところです。 

 委員の皆様に事前に配付させていただいた本編では、それぞれに該当するペー

ジを記載しております。後ほど、ご確認いただければ幸いです。 

 事業計画につきましても、運営しています３事業者に分かれております。 

 初めに、赤塚・高島平・成増図書館の事業計画概要について説明いたします。 

 １、平成３０年度の重点目標ですが、レファレンス機能の向上、利用促進に向

けた取組として、具体的な事業を掲げています。 

 また、「絵本のまち板橋」の実現に向けた取組として、各館それぞれの絵本づ

くり講座の実施ということで、赤塚図書館では「布絵本づくり」、高島平図書館

では「しかけ絵本づくり」、成増図書館では「てづくりえほん」と、それぞれの

講座の実施やいたばしボローニャ子ども絵本館資料の企画展示などを予定してお

ります。 

 ３点目です。 

 分かりやすく利用しやすい本・資料の展示及び滞在しやすい館内環境整備に向

けた取組としまして、記載のとおりに項目を提示してございます。 

 次に、３の図書館事業では、おはなし会、かるがもタイム、児童向け、一般向

け映画会などの定期的な実施や、障がい者サービスとして、対面朗読や資料宅配

サービスなどの実施をいたします。 

 学校連携事業では、生徒・児童向け「本の修理研修講座」や、図書館内におけ

るフリーボードの設置など、小中学生が図書館を利用し、情報交換をする仕組み
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づくりを行います。 

 また、地域連携事業では、「まちを知る講座」の実施提供と、板橋の歴史や文

化、現在の姿を学ぶ企画を実施する予定です。 

 資料の次のページにお進みください。 

 特色ある図書館づくりとしまして、特色ある資料収集を行っています。 

 これから報告事項で説明する予定でございますが、今年度、新たに作成する板

橋区立図書館蔵書方針の１つである選書基準に定めた身近な地域の図書館として、

地域性や特性に沿って内容を検討し、改定したものを開示しています。 

 ５の自主企画事業では、一覧表で特徴的な事業を抜粋して掲載しております。 

 資料の次のページにお進みいただいて、②の新たな取組として、４項目を提示

させていただいております。 

 デジタルサイネージ設置による分かりやすい情報の発信、書籍消毒機設置によ

る安心・安全な利用の強化、図書館ホームページリニューアルによる新たな利用

層の獲得、電子書籍などのデジタル機器を利用した、おはなし会や読み聞かせの

実施などでございます。 

 そして、７のサービス水準では、５年間の目標と今年度の具体的な数値を重点

項目に沿って改定していくものでございます。 

 資料の次のページにお進みください。 

 管理業務運営体制では、基本協定に定めたとおり、司書の割合を各館とも５０

％以上配置することを提示させていただいております。 

 資料の４２ページ目にお進みください。 

 次が、清水・蓮根・西台・志村図書館の事業計画概要となります。 

 先ほどの図書館と同様に、事業計画、重点目標等を掲げてございます。 

 資料の４３ページ目の特色ある図書館づくりにつきましても同様でございます。 

 自主企画事業も同様でございます。 

 資料の４４ページ目、②、中ほどです。 

 新たな取組として、デジタルサイネージ、書籍消毒機の導入、プログラミング

講座、「ことば」に関する講座等の実施、児童向けのデータベース講習会（ＩＴ

講習会）の実施などを行う予定を入れさせていただいております。 

 最後に、資料の４７ページ目。 

 氷川・東板橋・小茂根図書館を運営するナカバヤシ東京本社の事業計画となり

ます。 

 重点目標、レファレンス機能の向上では、データベースの種類を増やす予定で、

従前の新聞記事や官報のデータベースに加えまして、市場情報評価ナビ、ナクソ

ス・ミュージックライブラリー、国立国会図書館デジタル資料使用サービス等を

導入する予定です。 

 ③の館内環境整備では、配架シミュレーション実施による配架場所の見直し、

分かりやすいサインの設置などを行う予定です。 

 資料の５０ページ目にお進みください。 

 ②の新たな取組としまして、レファレンスバッジの着用によるレファレンス利
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用促進や「出張レファレンスサービス」の実施をするほか、地域の方々とともに

学び、活動する「地域共学講座」などを開催いたします。 

 また、氷川図書館には、ストレス測定器の配備とそれに連動した健康づくりに

関する資料展示やイベントの実施、また、東板橋図書館における書籍の消毒機の

導入などを予定してございます。 

 特にこの３館につきましては、事業者が変更となることから、４月１日からの

スタートに備えて、各館で、現在、引継ぎやスタッフの研修の実施など、順調に

準備を進めているところでございます。 

 基本協定、平成３０年度協定及び事業計画の説明は以上です。 

 平成３０年度からの新たな指定期間におきまして、中央図書館を核として、こ

れまで以上に地域図書館が連携し、新中央図書館の新規事業の検討や図書館サー

ビスの向上に向けた取組も行い、区民ニーズに応えた図書館の管理を行っていく

ために、この体制で実施してまいります。 

 以上でございます。 

 

教 育 長  質疑、意見等がございましたら、ご発言ください。 

 

高 野 委 員  １点目が、郷土芸能伝承館指定管理者の事業計画の中で、自主事業を新しく開

始するということなのですが、この指定管理者は、名称だけを見ると、伝統芸能

などに主にかかわるような会社ではないように思われるので、この会社が自主事

業をされるということで、どのように行われるのかをお聞きしたいと思います。 

 以前、生涯学習課の文化財係で、田遊びの事前に勉強会を開いたことがあって、

午前中に勉強会を開いて、夜に皆さんが見に来るというような取組が何回かあっ

たと思いますが、教育委員会としては、自主事業に対してどのようなかかわり方

をしていくのかをお聞きしたいと思います。 

 

生涯学習課長  ご指摘のとおり、指定管理事業者はビルの管理を中心とした会社でございます

ので、この話が出たときには、非常に悩まれていたと聞いています。 

 その中で、文化財係と協議を進めまして、先ほどお話ししたような郷土芸能の

講習会をまず実施してみようという話になっています。 

 文化財係でも同じような事業を実施していますし、現在の指定管理者は、郷土

芸能伝承館に携わって知識の蓄積もあります。利用団体との交流も深めて信頼関

係もできていますので、今後、自主事業を進めていくときには糧となるため、自

信を持ちながら実施していけるということになっております。 

 もちろん文化財係とは、事業実施前に協議し、承認をしてからの事業実施とな

りますので、内容の検証と支援は行っているというところでございます。 

 

教 育 長  私からも１つ、関連した内容なのですが、そもそもこの郷土芸能伝承館の周知

が、あまりなされていない中で、今回の自主事業というものを加えたことには非

常に価値のあることだと思っているのですが、このような高い経費をかけながら、
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あの地域に郷土資料館があり、そして郷土芸能伝承館という、郷土と名のつくも

のが２つあることになります。これは、学校教育を含めて、もっと活用があって

しかるべきだと思っています。 

 郷土資料館には、小学校の３年生がよく行くのですが、ぜひ、旧粕谷家住宅も

できたことも含めて、面として捉え、郷土芸能伝承館が一部の人、練習する人の

場というような捉え方から、これを機に、ぜひ郷土板橋を学ぶ場に転換していく、

そのような姿勢を教育委員会として示していただければと思いますが、いかがで

しょうか。 

 

生涯学習課長  分かりました。郷土芸能伝承館にかかわる、文化財係の事業の中では、子ども

たちに郷土芸能を見ていただくというような体験学習を実施する事業もございま

す。そのような活用の部分もありますし、あわせて郷土資料館にも社会科見学で

来ていただいているというところでございます。 

 ご指摘のとおり、旧粕谷家住宅の整備が進みましたので、こちらは同じ地域の

中にございますので、面として捉え、事業展開については今後もしっかりと検討

していきたいと思います。 

 

教 育 長  モデルコースのようなものをつくると、学校としては食いつきやすいのかなと

思いますので、その辺りもぜひご検討ください。 

 

生涯学習課長  はい、分かりました。 

 

高 野 委 員  図書館について、基本協定と今回変わった部分があって、指定管理者の中間評

価で指摘された部分が、新たに基本協定の中で指定されてきている点が良かった

と思いました。 

 質問になりますが、第３９条というところで、指定管理者が変更になる際の引

継ぎがうまくいくようにという内容が出ていました。先ほど、中央図書館長から

指定管理者が変わったところについては、４月１日に向けて順調に進んでいると

いうようなお話がありましたが、基本協定の中にも新たにその内容を加えたとい

うことで、これは、問題になるようなところがあったということではなく、準備

を進めていく中で、内容を規定しておく必要があるという考え方から新たに加え

られたということでしょうか。 

 

中央図書館長  新旧対照表に、指定管理者の業務の引継ぎについての記載がありますが、３行

で書かれていて、実際には業務の引継ぎということを行っていたのですが、具体

的な条項として記載しておりませんでしたので、それを基本協定５年間のものに

明確に規定することでしっかりと引継ぎを行うということを、今回の見直しの中

で行ったものでございます。 

 

教 育 長  よろしいですか。 
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高 野 委 員  はい。 

 

教 育 長  そのほか、いかがでしょうか。 

 

松 澤 委 員  少年自然の家八ケ岳荘と榛名林間学園は、アレルギー等の安全対策や、子ども

たちが楽しめるような取組、また、子どもたちが来ない期間をどうするかという

ことなども含めて、特に八ケ岳荘はリニューアルに向けて色々と行われていくと

思いますので、その安全面と、新しい提案について、講習を行うなど色々と取り

組んでいっていただければと思っております。 

 安全面が、私たちとしては一番気になるところなので、施設的な面も含めて、

しっかりと取り組んでいただければと思います。 

 また、郷土芸能伝承館のお話にも関連して、古いものを新しい方に伝えること

は、とても難しいことだと思うのですが、どのように新しい形にされるのかとい

うことも、郷土芸能伝承館も含めてですが、郷土資料館については、すごく色々

なことを実施していると思うので、先ほど教育長がおっしゃったように、連携と

いいますか、１つを見ると２つが見られるといいますか、１つずつというよりも

色々と連携させたところで考えていただくのが良いのではないかと思いました。 

 図書館については、中央図書館が新たにできあがりますと、そちらと含めて色

々な連携をされていくような話になっていたので、非常に良いことだと思ってお

ります。そして、全ての図書館を含めて、色々な区民の方が「私はこの図書館が

気に入っています」、「ここにある本のスタイルが良いです」ということを個人

が言えるくらいになってくるととても良いと思っています。 

 中央図書館で全部ということは無理だと思いますが、各地域の図書館にも特色

が出てくると良いなということを思ったので、その辺りも取り組んでいっていた

だければと思います。よろしくお願いいたします。 

 

中央図書館長  今回、特色ある図書館ということで、項目の中で、資料のみならず、様々な取

組をしていただくような形でお願いしておりまして、実際に地域の特性ですとか、

これまでの区民の利用者のグループとの交流や連携、サポーターなどとの関係性

から、さらにそれを今までの実績も踏まえて、新しい事業者についても、今まで

の実績を踏まえて展開していくということで、この点につきましては、それぞれ

の身近な図書館ということで地域の人々から愛される、うちの地域の図書館はこ

のような特色があるというようなことにも注意しながら、今後、展開していくよ

うに、さらに地域図書館の取組を進めてまいりたいと思います。 

 貴重なご意見、ありがとうございました。 

 

教 育 長  新中央図書館の建設に当たって、上板橋第三中学校の子どもたちの意見という

ものがあるのですが、その辺りはその後、どうなっているのでしょうか。 
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中央図書館長  この後の報告事項でも報告させていただきます。 

 

教 育 長  分かりました。 

 

中央図書館長  また、本日の午後に、最終回となる４回目を行いますので、そこで出た意見も

反映していきたいと思います。 

 

教 育 長  分かりました。 

 よろしいでしょうか。 

 

（はい） 

 

教 育 長  では、お諮りします。日程第八 議案第１１号から日程第十二 議案第１５号

までにつきましては、原案のとおり可決することにご異議ございませんか。 

 

（異議なし） 

 

教 育 長  では、そのように決定いたします。 

 

○議事 

日程第十五 議案第１８号 指導主事の旅費支給規程 

（教育総務課） 

教 育 長  では、続いて、日程第十五 議案第１８号について、次長と教育総務課長から

説明願います。 

 

次 長  議案第１８号でございます。 

 指導主事の旅費支給規程。 

 上記の議案を提出する。 

 平成３０年３月１４日。 

 提出者は、中川修一教育長でございます。 

 指導主事の旅費支給規程につきまして、記載のとおり追記いたします。 

 詳細につきましては、教育総務課長から説明いたします。 

 

教育総務課長  それでは、説明いたします。 

 指導主事の旅費支給に際し、都条例で支給していたものですが、指導主事の属

する地方公共団体の条例に基づき支給することが望ましいという行政実例の判断

に基づきまして、新規規程を策定するものでございます。 

 資料の３ページ目をお開きいただけますか。 

 現在、統括指導主事と指導主事を合わせて１０名がおります。 

 うち区費の指導主事が５名、都費の指導主事が５名となります。 
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 旅費支給については、いずれも区費によります。適用条例が記載のとおり、異

なっていたものでございます。 

 次のページをお開きいただきます。 

 ４の都条例と区条例の適用による違いは、旅行雑費の部分、それとタクシー利

用について支給条件が著しく異なっている状況にありました。そのため、都費指

導主事についても、今後は区条例を適用することとする規程を、今回、設けたも

のでございます。 

 説明は以上です。 

 

教 育 長  質疑、意見等がございましたら、ご発言ください。 

 よろしいですか。 

 それでは私からですが、色々な意味で指導主事の業務はなかなか目立たないも

のなのですが、厳しい勤務条件、勤務状態になっておりますので、区条例に基づ

くということは当たり前のことですが、様々な意味でのご配慮をお願いしたいな

と思います。 

 では、お諮りします。日程第十五 議案第１８号については、原案のとおり可

決することにご異議ございませんか。 

 

（異議なし） 

 

教 育 長  では、そのように決定いたします。 

 

○報告事項 

１．文教児童委員会運営次第（平成３０年１月２５日・２６日） 

（資料・次長） 

２．平成３０年第１回定例会一般質問通告一覧表（教育委員会関係） 

（資料・次長） 

教 育 長  それでは、報告事項を聴取いたします。報告１「文教児童委員会運営次第（平

成３０年１月２５日・２６日）」につきまして、及び報告２「平成３０年第１回

定例会一般質問通告一覧表（教育委員会）」につきまして、一括して次長から報

告願います。 

 

次 長  まず、閉会中に行われた文教児童委員会、１月２５日・２６日に開かれた内容

についてご報告申し上げます。 

 文教児童委員会運営次第の資料の１ページ目をご覧いただくと、当日の次第が

ございます。 

 所管事項調査として、４件、教育委員会関係の報告をさせていただきました。 

 まず、教育委員会の動きにつきましては、特に質疑はございませんでした。 

 ２番目の区立中学校教職員の逮捕につきまして、これは本年１月の区立中学校

教員が盗撮目的で教職員の女子更衣室に立ち入ったという容疑で逮捕された案件
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でございます。これについて、事実の確認ですとか、それから再発の防止という

ような観点からご質問をいただいたところでございます。 

 資料の６ページ目をご覧ください。 

 共産党の山内えり議員から、区として、こうしたことが続いている状況、昨年

１２月２７日に、別件で事件を起こした職員の懲戒免職の処分の発令があったと

いうことがございまして、そうしたことが続いている状況をどのように捉えてい

るのかといった質問がございました。 

 こちらにつきましては、１月１０日に定例校長会があり、指導室として１２月

２７日の処分案件を含めて、過去にもわいせつ事案で懲戒免職になった者がいる

ことも伝え、これを各教職員に伝えるよう指導し、当該校の校長は、職員会議の

中で当該の教員を含めた全教職員に指導したと聞いている。それにもかかわらず、

このような逮捕事案が起こったことは極めて重大なことである。同じ方法だけで

は防げず、校長がそれぞれ一人ひとりの教員の心に響くような伝え方をしている

のか、ただ資料を配付して終わりということではなく、監督者として、ふだんの

職務だけではなく、自分の部下、職員を守っていく視点からも指導、監督する管

理職の姿勢についても、今一度、緊張感を持って当たってほしいと指示、指導を

している。二度と、このようなことがあってはならないと、教育委員会では受け

とめているとお答えしております。 

 続きまして、報告事項の３件目の案件でございます。 

 小中一貫教育に関する検討会の中間のまとめについてご報告をさせていただき

ました。 

 これにつきましては、小中一貫教育の目的は何か、児童・生徒に対する具体的

なメリットはどこにあるのか、それから小中一貫校を整備するのか、整備するの

であれば、どこに整備するのか、また、これまでの小中連携教育と小中一貫教育

はどこが違うのか、さらには、コミュニティ・スクールとの関係はどうなのかと

いうような視点でのご質問を受けたところでございます。 

 これにつきましては、資料の１８ページ目をご覧ください。 

 板橋区が進めようとしている小中一貫教育は、どちらかというとソフトの部分

の色合いが濃いものである。小中一貫教育というと、学校をイメージして、施設

をつくっていくというように考えが行きがちですが、区としては、まずは区立小

中学校全校で小中一貫教育を進めていくことであるとお答えしております。 

 それから、一定程度、学びのエリアという活動の中で、小中の連携教育が進み、

それをさらにしっかりしたものにするために、小中一貫教育に取り組む。具体的

には、これまで教育目標を別々に定め、教育課程の編成も小学校と中学校では別

々であったが、学びのエリアごとに９年間のめざす子ども像というものを共有し

て学校が取り組む。９年間の系統・体系性に配慮した指導計画をしっかりつくっ

て、それに基づいた教育をしていくというものであるとお答えしております。 

 それから、コミュニティ・スクールとの関係ですが、これは小中一貫教育のた

めにコミュニティ・スクールに取り組んだというわけではないが、小中一貫教育

という考え方と並列して進めていきたいと考えている。しかし、小中一貫の学び
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のエリアで１つのコミュニティ・スクールの組織をつくれば、効果的なものにな

るとも考えられるが、今のところは個別の学校でコミュニティ・スクール化を進

め、次の段階で、小中一貫で、複数の学校が集まってコミュニティ・スクールと

いうものを目指していきたいとお答えしております。 

 それから、報告事項の４番目でございます。 

 いたばし魅力ある学校づくりプラン前期計画第２期対象校対応の方向性につい

てという報告をさせていただきました。 

 これにつきましては、区として今後の人口の推計をしっかりと把握したうえで、

対象校を平成３１年度当初に発表していくといったような報告をしたものでござ

います。 

 これに対していくつかご質問がございましたが、資料の２２ページ目をご覧く

ださい。 

 自民党の川口雅敏議員から、改築する対象校を平成２８年度に決める計画があ

ったと思うが、１年先送りし、それをさらに１年延びると老朽化が進むが、対応

は大丈夫なのかというご質問がございました。 

 これに対しまして、当然、施設の老朽化は年々進んでおり、毎年、計画的に補

修、維持管理を行っている。また、学校施設の長寿命化計画の策定が、国から現

在求められている。その中では、鉄筋コンクリートの建物の法定耐用年数は６０

年と言われているが、メンテナンスして８０年使うことを目指す方向性も示され

ている。使えるものについては、手を入れて使っていく視点に立ち、維持管理を

しっかり行っていくとお答えしております。 

 それから、資料の次のページの下の方です。 

 共産党の山内えり議員からのご質問です。 

 第２期対応対象校の周辺では、ＪＲ板橋駅西口の開発、大山駅周辺のまちづく

り計画、上板橋駅南口、大山小廃校の跡地が、今マンション建設が進められてい

る。教育委員会と都市整備部は連携しているのかというようなご質問がございま

した。 

 これに対しまして、大規模な集合住宅の建設については、都市整備部門から事

前に情報を提供してもらっている。一方で、マンション業者に直接問い合わせを

して情報収集もしている。また、全区的な人口の推移、展望は、政策企画課で今

後見直す人口ビジョンに対して、就学の人口が増えれば学校も必要となるので、

全庁的に調整し、進めているとお答えしております。 

 以上、雑駁ではございますが、閉会中の文教児童委員会の報告をさせていただ

きました。 

 

 続きまして、平成３０年第１回定例会一般質問通告一覧表の資料をご覧くださ

い。 

 こちらは、２月１５日に開催された第１回定例会の一般質問の質疑でございま

す。 

 まず、資料の１ページ目をご覧ください。 
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 ７名の方から一般質問がございました。そのうち５名の方が教育委員会関係の

質問をしております。 

 そのうち、ここにあるように、中央図書館についてや、道徳教育については複

数の委員から質問を受けております。このうち、自民党の委員の質問について、

簡単に説明をさせていただきたいと思います。 

 資料の６ページ目をご覧ください。 

 自民党の杉田ひろし議員からのご質問の項目の４です。 

 大雪対策について、学校周辺及び自主管理歩道の除雪について、その状況はど

うなっているのかというご質問がございました。 

 これに対しまして、区立学校・園においては、学校周辺の児童・生徒の登下校

経路、給食搬入経路等、児童・生徒の安全、学校運営に必要となる場所を中心に、

各学校・園の教職員等が除雪作業を行っている。 

また、各学校施設の自主管理歩道については、施設管理者の責任において、管

理することとなっており、各学校・園の実情に応じた対応を取っているとお答え

しております。 

 また、学校によっては、生徒が雪かきに参加したり、学校に入っている事業者

も除雪作業に協力していただいたというような報告を受けているところでござい

ます。 

 それから、資料の７ページ目の（３）でございます。 

 副校長二人制についてということで、自民党の会派として、副校長二人制を提

言している。副校長が本来の業務に専念できる体制づくりを早急に構築すべきで

あるといった趣旨のご質問でございます。 

 これに対しまして、今年度、教育委員会では副校長の負担軽減に資する新たな

人材の配置ついて区長部局と協議をしてきた。 

その結果、副校長支援の必要性については共有されたものの、平成３０年度に

ついては現有の人材を一層活用することにより対応することになった。 

 平成３０年度は複数のモデル校を指定し、事務室の積極的な学校経営への参画

と、副校長業務の役割分担・適正化に関し検証を進め、副校長支援に資する標準

モデルを構築していく予定であるとお答えしております。 

 次に、（４）コミュニティスクールについてのご質問を受けております。 

 概要についてはどういうものなのか。それから、コミュニティ・スクール導入

に際して、不登校対策や、通学路の安全対策にもっと効果が発揮できるのではな

いかというような形でのご意見がございました。 

 そうした中で、資料の８ページ目の一番上でございます。 

 コミュニティ・スクール導入の思いについてということで、教育長の思いを伺

うといったご質問がございました。 

 これに対しまして、コミュニティ・スクールの目的は、地域の大人と学校職員

が本音で話し合い、地域の宝物である子どもたちを誰一人排除しないで、みんな

で育み、すべての子どもが安心できる学びの居場所を地域の学校につくることに

ある。 
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 また、学校に集いし地域の大人が互いのつながりを強め、地域に戻り地域のた

めに協働し、地域コミュニティを活性化することにある。 

 コミュニティ・スクールを導入することで、「おらがまちの学校」と誇れる学

校を地域の方々と共につくりあげていきたいとお答えしております。 

 続いて、自民党の茂野善之議員からのご質問です。 

 教育諸課題についてということで、まず、教員の部活顧問についてという、地

域指導員を部活動顧問として採用できないか伺うといったご質問でございます。 

 これに対しまして、学校教育法施行規則では、校長が「部活動指導員」を顧問

に命じられるように改正されたが、事故発生時の対応等を鑑み、本区においては、

現在は教員が顧問を務めている。 

 今後、顧問ができる「部活動指導員」の技術指導や安全に関する指導などの職

務内容について検討し、地域人材を活用した部活動の指導体制の充実を図ってい

くとお答えしております。 

 続いて、（２）学校行事「運動会」についてということで、運動会の実施時期

を秋にすべきであるという観点からのご質問でした。 

 これに対しまして、運動会の実施時期については、学校の実態に応じて、校長

が決定し、本区では、平成２９年度は小学校２０校、中学校１５校が、春に運動

会を実施している。 

 運動会は、学校の教育課程において重要な教育活動であり、実施時期について

も、カリキュラムマネジメントの視点から各学校が適切に判断していくものと考

えるとお答えしております。 

 その他、資料をご覧いただいたように、いじめ、不登校についてのご質問もご

ざいました。 

 以上、雑駁でございますが、議会の報告でございます。 

 よろしくお願いします。 

 

教 育 長  質疑、意見等がございましたら、ご発言ください。 

 

松 澤 委 員  何点かあります。まず、教育委員会と都市整備部についてのお話があったと思

うのですが、これは大山小学校のことをおっしゃっているのかなと思いました。

人口の見通しを立てながら設計をされていたと思うのですが、中止してしまった

り、変更があった場合なども考え、ある程度は想定できるのではないかなと考え

ておりますので、その辺りを柔軟に対応ができるような仕組みづくりや、長いス

パンの情報だけではなく、常に短いスパンの情報も、様々な要因が多様化してい

るので必要になってくるのかなということを感じました。 

 副校長二人制ということが出ていたと思うのですが、副校長先生が足りていな

いという、東京都は職員になる方が少ないという実態もある中、私がいつも思っ

ていることは、現場の副校長先生を補佐するような事務方の職員がいらっしゃれ

ば、事務を補佐していただける方で、副校長籍ではないにしろ、そうした権限が

あるような方が望ましいのかなと、このようなご意見もあるということですので、
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そうしたことを感じました。 

 また、皆さんのご質問の中で、やはり服務事故の件ということ、小中一貫教育

のこと、そしてコミュニティ・スクールのことについては、これから説明をして

いくということと、現状では、学校でこのようなことがあるということも含めた

内容で話をしていく機会を区議会議員の方々向けにも持った方が良いのではない

かと思いました。服務事故については、止められるものと、止められないものが

あると思うのですが、それを受けてどのような対応をしているのか、どのような

対応ができるのかということも含めて説明をしていって欲しいと思います。 

 小中一貫教育に関しては、色々な方の意見がありますが、先ほど次長がおっし

ゃったように、板橋区ではこのようなことを進めているということを説明して、

それを納得されたうえで進めていくのが良いのかなと感じました。 

 そのときに、１つ自分が思ったのは、やはり数字的なものを出していくといい

ますか、中一ギャップや、成績の問題など、色々な問題の、数字で現れている面

などを出して、必要性を説明していただければ良いのかなと思いました。 

 コミュニティ・スクールに関しては、説明をしながらも、細かいところがまだ

決まっていない部分があるとは思うので、そうしたところも含めて、学校単位で、

地域単位で、区議会議員の方々ですと、地元の方がいらっしゃるとは思うのです

が、そうした単位ごとに考え方や捉え方が違ってきてしまうと思います。 

 ですから、学校単位で取り組むとしたら、その学校の範囲で、例えば中学校を

１つの学校として、その周りにある小学校ということで、小学校の中でもやはり

中学校が何校にも分かれる小学校がありますので、そうすると、コミュニティ・

スクールも、先ほどの小中一貫教育もそうなのですが、そこも板橋区として示し

ていかれるのか、各地域制で行っていかれるのかによって大分変わってきてしま

うと思います。 

 その辺りの方向性は、こうした質問があるということは、例えば中学校、小学

校の流れでコミュニティ・スクールということでつくっていかれるのか、それと

も板橋区全部である程度の形をつくるのかというところもご説明をしないと、な

かなか納得をしていただけないのではないかなと感じましたので、その辺りも含

めて話し合っていただければ良いのかなと感じました。 

 

教 育 長  ありがとうございます。 

 

次 長  最初の、都市整備部との情報交換ということですが、大型の集合住宅が建つよ

うな情報などを、適宜、教育委員会でも押さえて、しっかり連携を取りなさいと

いう一義的なご指摘だと思いますので、その部分についてはこれまでも行ってき

ていますが、今後もしっかりと情報を仕入れながら進めていきたいなと思ってい

ます。 

 それに加えて、人口の今後の動きについて、来年度早々、詳細などの分析を行

いますので、その結果を受けたうえで、学校をどのように改築していこうという

ような形の方向性を出していきたいと考えております。 
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 副校長二人制については、ご指摘のとおり、これまでの副校長先生を２人配置

するというような形ではなくて、事務の仕事を補佐するような人材を配置する、

それは区役所に勤めている事務の人間がある意味ターゲットになっていますが、

そういった人間を配置して、より副校長の負担を軽減できないか、教務の方に集

中できないかという視点で取り組んでいきたいと思っているところです。 

 

教 育 長  そのほか、いかがでしょうか。 

 

高 野 委 員  今回、小中一貫教育に関しての質問が大変多かったと思います。 

 私は、先日、小中一貫教育指導資料説明会というものに参加させていただきま

したが、その説明会に出て、これから板橋区が進めようとしている小中一貫教育

に関して、自分なりに理解が進んだ印象を持ちました。 

 指導資料をつくるということで、中学校の先生と小学校の先生が一緒に、各教

科ごとに９年間を見通した資料をつくるということで話し合ったり、今までにな

いほど、９年間というものを意識されたと思います。 

 また、その資料をつくって説明するときにも小学校の先生、中学校の先生が一

緒に説明をされていましたし、また、説明を受けている側でも、小学校の先生も

中学校の先生もいらっしゃっていました。 

 このように９年間を通じて色々なことを繰り返し行っていくことで、皆さんの

意識の中に、板橋区が目指す小中一貫教育というものがだんだんと理解されてい

くのかなと思いました。 

 地域の中でも、小中一貫教育というと、いわゆる義務教育学校のように９年間

１つの学校の中で行われるというようなイメージをお持ちの方がすごく多いので、

学校の先生方、それから地域の方、保護者の方にも何度も説明をしていくことで

理解が進んでいくのではないかなと思います。 

 学びのエリアについても、来年度、またさらに整理が進むということですが、

そのような機会を捉えて、詳しく説明していくことが大切かなと思いました。 

 また、コミュニティ・スクールのことも同時に質問が出ていましたが、両方と

も来年度が完成ということではなくて、これからそれぞれの方向に向かって進ん

でいくわけなので、その点もよくご理解していただくことが必要かなとは思った

のですが、今後、学びのエリアの中で１つのコミュニティ・スクールにしていく

可能性を考えたときに、現状のコミュニティ・スクールの決められた枠の中では

とても収まり切れないのかなと思いました。 

 例えば人数に関していいますと、今、１２人となっていますが、３つないし４

つの学校があるとすると、その枠の中で、それぞれの学校の代表となる方たちの

人数がおさまるのかなという点もありますし、例えば４つの学校があるとすると、

そこの中でＰＴＡの会長さんも違うし、寺子屋など、それぞれに違う活動がある

わけで、そうしたところも踏まえて、学びのエリアの中でコミュニティ・スクー

ルをつくるとしたら、どのような形になるのが望ましいのか想定しながら新しい

形を考えていくことも必要なのかなと、これは今すぐではなくて、近い将来、そ
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のような話が出てきたときにしっかりと皆さんのご意見が吸い上げられるような

形を想定していくことが大切なのではないかなと思いました。 

 

教 育 長  よろしいですか。 

 

高 野 委 員  はい。 

 

教 育 長  青木委員、いかがですか。 

 よろしいですか。 

 

青 木 委 員  はい。 

 

○報告事項 

３．人事情報（都費職員・平成３０年２月分） 

（指－１・指導室） 

      （区費職員・平成３０年２月分） 

（総－１・教育総務課） 

教 育 長  それでは、続きまして、報告３「人事情報」につきまして、初めに都費職員に

ついて、指導室長から、区費職員について、教育総務課長から報告願います。 

 

指 導 室 長  それでは、都費職員について、ご報告をいたします。 

 １番の正規職員についてです。 

 ２月末現在の教職員数は、括弧の休職者なども含めて、総勢１，８３９人です。 

 前月と比較して、増減はありません。 

 休職者等は、全体として１４２名で、前月と比較して８名増となります。 

 内訳としては、増えた要員が９名、減った要員が１名です。 

 増えた要員９名の内訳ですが、育児休業に入った者が７名、休職に入った者が

２名。 

 減った要員ですが、育児休業が明けた者が１名となっています。 

 次に、２番の期限付任用教員についてです。 

 ２月末現在の期限付任用教員の数は５３人で、１月末時点からの増減はありま

せん。 

 説明は以上でございます。 

 

教育総務課長  続きまして、区費職員について、「総－１」の資料をご覧いただければと思い

ます。 

 最初に、一般職員・再任用職員・再雇用職員の２月末現在の職員数ですが、１

７０人と、前月と変更はございません。 

 続きまして、資料の２ページ目です。 

 非常勤職員の状況です。 
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 合計で８０２人と、前月と増減はございません。 

 ただし、内訳で、学習指導講師が１名減、一方で特別支援学級介添員が１名増、

相殺して増減なしとなってございます。 

 説明は以上です。 

 

教 育 長  質疑、意見等がございましたら、ご発言ください。 

 指導室長にお聞きしますが、来年度も、新規採用教員等は、１００名近くにな

る見通しですか。 

 

指 導 室 長  現在、まだ学級の数が決まっていないところについては、今後、まだ増える見

込みということですが、現状としては、昨年よりもやや少ないかもしれません。

ただし、今後、学級増になれば、また、今年度と同様の規模になりそうというこ

とであります。 

 

○報告事項 

５．板橋区立学校情報セキュリティポリシーの改正について 

（支－１・教育支援センター） 

教 育 長  では、続いて、報告５「板橋区立学校情報セキュリティポリシーの改正」につ

きまして、教育支援センター所長から報告願います。 

 

教育支援センター所長  それでは、資料「支－１」をお開きください。 

 板橋区立学校情報セキュリティポリシーの改正についてでございます。 

 このことについて、平成２９年度の板橋区立学校情報セキュリティ部会を２月

７日に開催いたしまして、基本方針等の検討を行いました。 

 その改正した事項についてご報告をいたします。 

 学校情報セキュリティポリシーですが、（１）の学校情報セキュリティ基本方

針、そして（２）の学校情報セキュリティ対策基準、そして（３）の学校情報セ

キュリティ実施手順、この３つで構成されております。 

 それぞれ改正した点についてまとめたものを資料の１ページに記しておきまし

たが、実際に資料の３ページからの新旧対照表をもとにご説明させていただきま

す。 

 資料の３ページをお開きください。 

 学校情報セキュリティ基本方針でございます。 

 右側が現在のもの、左側が改正するものでございます。 

 まず、資料の３ページの黄色のところですが、「環境教育ネットワーク」の

「環境」が取れて、「教育ネットワーク」と名称変更させていただきます。 

 続いて、それぞれのＩＣＴ機器の整備状況が現在のものと変わっておりますの

で、それを平成３０年の４月１日に合わせて変更させていただいたものです。 

 続いて、資料の４ページですが、これは４月１日からの施行ということで、日

にちを変えたところだけでございます。 
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 基本方針については以上でございます。 

 続いて、資料の７ページです。 

 ここから板橋区立学校情報セキュリティ対策基準になります。 

 同じように、右側が現在のもの、そして左側が新しく変えるところでございま

す。 

 まず、２の定義。（３）の情報システム機器ですが、学校で使用している機器

を明記させていただきました。 

 あとは、先ほど申し上げたネットワークの名称変更でございます。 

 続いて、資料の８ページです。 

 （１１）記録媒体ですが、具体的に機器等を明記させていただきました。 

 続いて、資料の９ページです。 

 ここも名称変更でございます。 

 続いて、資料の１０ページです。 

 ここは、３の実施基準の３の２、情報システム機器の扱いの（３）ですが、現

ポリシーでは、個人所有の情報システム機器の学校内の持込みは禁止するとして

おりましたが、現在、スマホ等も持ち込むようなことがあると服務事故等につな

がるということで、先ほどの情報システム機器の中に、「モバイル端末」と明記

させていただき、そして「個人所有の情報システム機器は教育活動に利用しては

ならない」として、利用を禁止したところでございます。 

 続いて、資料の１１ページも、ここは名称変更でございます。 

 資料の１２ページをお開きください。 

 ３の２の電子メールの利用の（５）のところでございます。 

 現ポリシーでは、使用を禁止しておりますが、移動の際に大容量のデータを送

りたいなどの要望がありまして、区の指定するファイル・ストレージ・システム、

この利用を可としたところでございます。 

 対策基準の変更点は以上でございます。 

 基本方針、そして対策基準ともに４月１日から施行するということでございま

す。 

 報告は以上でございます。 

 

教 育 長  質疑、意見等がございましたら、ご発言ください。 

 

青 木 委 員  いくつかご質問したいことがありまして、セキュリティという中で、今、様々

なものがインターネットにつながるという状況があります。 

 例えば、監視カメラですが、これは完全にこの教育のＩＣＴと別の形で運用が

されているという理解でよろしいですか。これはもう基本的につけていないとい

うことでよろしいのでしょうか。 

 

教育支援センター所長  この中には入っておりません。 
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青 木 委 員  学校などでは、例えば生物の監視状況を２４時間モニタリングするとか、ある

いはセキュリティのために、正門などに監視カメラをつけるというような状況が

ございます。 

 これは、昨今、インターネットに簡単につながる形になっていて、あるいは独

立で運用できるものもあるのですが、何が言いたいかといいますと、今、世界中

からこのような監視カメラを乗っ取るという動きがどんどん出てきていて、某国

というところからネットワークではない監視カメラを乗っ取られて、世界中に、

小学校でいえば子どもたちの顔などを流されるというような状況が起こってきて

おります。 

 ですから、そうしたものが教育の中の運用で、やはりこれから必要になる、あ

るいは実験や教育の中でも必要になるとなったときに、不用意につなげるという

ようなことが起こり得るというリスクを感じています。 

 今後、そういった情報セキュリティの中で、監視カメラ等も含めた様々な情報

機器といっても、今は家電製品でもネットにつながるので、これも含めて、セキ

ュリティを考えていかないといけない時代に来ていると思うので、そこの部分を

大枠で少し考えていただきながら、実際の現場の運用はどうなっているのかとい

うことは、やってみないと分からない点はあると思います。 

 理科や情報の先生が、よかれと思ってそうしたものをつなげてしまうというケ

ースは、ほかの学校といいますか、どこでも見かけることがあるので、その辺り

は少し気をつけて見直された方が良いのかなということを感じました。 

 

教育支援センター所長  この板橋区立学校情報セキュリティ基本方針の中に目的として書かれているの

は、板橋区立学校が管理する情報資産を適切に保護することを目的とするという

ことです。そうしたことを目的にして、様々な用語や適用範囲等を決めているも

のですから、その部分についてはふれてない部分があるかと思います。 

 ただし、そうしたことも今後検討していかなくてはならないということで、こ

のセキュリティ部会、またはその上の会等でもお話をするように伝えていきたい

と思っております。 

 

学 務 課 長  防犯カメラにつきましては、学務課で設置しておりまして、１校当たり４台く

らいということになりますが、防犯カメラについては独立した運用をしていると

いうことですので、ネット等につなぐということはしておりませんが、セキュリ

ティ対策については、改めて確認させていただこうと思っています。運用自体は

独立となっております。 

 

青 木 委 員  教育の方とは完全に切り離しているということは良いのですが、監視カメラは

監視カメラでまた乗っ取られる可能性があると思いますので。 

 

学 務 課 長  そのセキュリティ対策は確認させていただければと思っています。 
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青 木 委 員  お願いいたします。 

 あともう１点です。 

 これからＩＣＴ教育が進むと、当然ですが、学校で専用に使っている教材、デ

ジタル教科書以外にも、教材として、インターネットから見せると効果的なもの

というものがどんどん出てきています。 

 先生の中には、これもよかれと思って使おうというような動きが、より積極的

な授業という意味で、放課後の活動などでも出てきたときに、その辺りのものを

流すことでネットワークに負荷がかかって、ほかで使っているものに支障が出る

というようなことも十分考えられて、実際に大学でも起こっていることです。 

 授業が成立しないというような事態も出てきたりしています。 

 大学生になると、学生たちは皆、モバイル端末を持ち歩いて、ユーチューブを

見たりなどというようなことが実際に起こるので、それで授業が回らないという

ようなことが起こってきているのです。 

 ですから、近い将来、中学生でも自由にそうしたものを持ち込んで使えるよう

な時代、あるいはタブレットをみんなが使うときに、ネットワークの負荷がかか

り過ぎてしまうというようなときに、いわゆるパケットといわれる、情報のこれ

とこれは流して良いけど、これとこれは流さないというような運用をルーターと

いわれるネットワークを管理しているサーバーコンピューターの中で運用するよ

うな考え方も、今、非常に細かく制御できるような仕掛けが出てきているので、

その辺りも少し将来的には考えながら運用をされるようにしていただくとありが

たいなと思っています。よろしくお願いいたします。 

 

教 育 長  ありがとうございます。 

 そのほか、いかがでしょうか。 

 

松 澤 委 員  青木委員と逆の問題なのですが、先生方が個人のものを持ち込めないと、今、

おっしゃっていたと思うのですが、それで、授業のときに、学校の中に入ってい

るものを使うという認識だと思うのですが、例えばゲストティーチャーや、外部

の方が来たときに、そうしたものをせっかく使える良い機会があるわけですが、

そうした場合は、学校の先生ではないので、例えば、電子黒板を使ったり、イン

ターネットにつないだりして授業をするということは可能なのでしょうか。 

 

教育支援センター所長  学校のパソコンはインターネットにつながっていますので、情報を得て、電子

黒板等に投影しながら活用するということについては、教員もおりますので、外

部から入った講師の方とともにそれを使っていくことは可能だと思っております。 

 ただ、個人所有のスマホ自体を単独で教室内に持ち込んで使うということにな

ったときに、そのことが様々な服務事故につながる可能性があるということで、

今回、この対策の基準では教育活動に利用してはならないということだけは決め

させていただいたところで、これについてはまた、ただし書き等の中でつくって

いけば、持込みが可能かどうかということについては、これからのセキュリティ
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部会等で続けて検討していきたいと思っています。 

 

教 育 長  スカイプをするときなど、よくスマホなどをもとに、事前にセンターに話を通

して行うというような形はとっていると聞きましたが、そうした手続さえきちん

とすれば不可能ではないという考え方でよろしいのでしょうか。 

 

教育支援センター所長  スマホ等を使うことをただし書きでよしとしていくならば、申請しないままに

使ってしまうようなことも考えられることなので、私どもとしては、もう個人所

有のものは、スマホについては使わないというところだけは決めさせてもらった

ところです。 

 スカイプについても、ソフトをインストールすれば使える状況にはなっており

ますので、来年度についてはその使い方をしてもらうことになります。 

 

松 澤 委 員  スマホ等というのは、モバイル端末全体が禁止ということになるという認識で

よろしいのでしょうか。 

 

教育支援センター所長  そうです。 

 

松 澤 委 員  そうすると、例えばＵＳＢデータを学校でパソコンにつないで、何か映像を映

すということになるかと思うのですが。 

 

教育支援センター所長  データを持ってきてということですか。 

 

松 澤 委 員  はい。発表などではデータで、例えばプレゼンテーションをつくっていらっし

ゃる方が、ほぼ１００％だと思います。 

 プレゼンテーションをつくって発表する授業もこれから絶対に入ってくると思

います。中学校でも私立学校ではすでにやっていると思います。そうしたことを

やったときに、家から、例えばパソコンがある、ないなど色々と事情があるかと

思うので、パソコンでデータをつくったものを持ち込むということになったとき

に、例えばそのデータをパワーポイントの状況でそこに打ち込んで入れて、それ

を出すというような規則であれば、良いとは思うのですが、そういうことを外部

から呼んだゲストの方にも同じようにやると、パフォーマンスが落ちてしまうか

なと思うのです。 

 個人的な意見なのですが、最先端を見せなければいけない授業で、例えばその

学校のスペックに合わせた授業を行ってしまうと、それはマイナスかなと思うの

で、その辺りの、学校の先生の中のルールというものはもちろん良いとは思うの

ですが、例えば外部の、企業の方などが来てキャリア教育をされたりした場合に、

現物で見せる場合と、インターネットでもそうですが、データベースを持ってき

て見せる場合とがあると思います。 

 例えば工場の様子などは、現物は見せられないですが、動画を持ってきてくれ
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て、それを流して見せていただくとか、例えば、醤油ができる過程を見せて、そ

の醤油を使って家庭科の授業をされるなど、活用次第ではそのような授業もされ

ていかれていると思うのですが、そうしたときに、その学校の範囲内で、そこに

あるスペックのものではないものを持ち込んで、それを写すだけの作業というも

のであれば、もっとプレゼンテーションにしても、先進的なものが出せるのです

が、パワーポイントに落とし込んでやるとなると範囲が限定されてしまうという

ような懸念があるので、その辺りは、先ほど教育長がおっしゃったように、手続

等でクリアできるのであれば、ありがたいなと感じました。 

 

青 木 委 員  それに関しては、国立情報学研究所などで、そのような人たちの対応の、国際

学術無線ローミングサービスというものが、すでに始まっているところです。 

 そのようなものを利用すれば、例えば、小学校で発表をするといったときに、

そちらの回線を使うから大丈夫ですよというような形でできると思います。 

 

松 澤 委 員  中の回線を使わないでできるということですね。 

 

青 木 委 員  はい。中の先生たちの使っているものを使わないようなサービスを、外から来

た人たちは、常識的に利用するような働きかけをするべきなのかなということは

思っていて、セキュリティを守るだけで先生方は精いっぱいなので、行く方がこ

れから考えるという時代に来ているのではないかなと、個人的には思っています。 

 

教 育 長  その辺り、また色々と詰めていただいて、より良いものを子どもたちに還元し

ていくというところは変わらないと思いますが、セキュリティの問題もあるので、

よろしくお願いします。 

 よろしいでしょうか。 

 

（はい） 

 

○報告事項 

６．平成３０年度特別整理期間に伴う休館日（年間計画）について 

（図－１・中央図書館） 

教 育 長  では、続いて、報告６「平成３０年度特別整理期間に伴う休館日（年間計

画）」につきまして、中央図書館長から報告願います。 

 

中央図書館長  資料「図－１」をお開きください。 

 平成３０年度特別整理期間に伴う休館日（年間計画）につきまして、ご報告い

たします。 

 清水図書館から赤塚図書館までの区立図書館１１館、それぞれ６日間、平成３

０年度の特別整理期間で臨時休館をいたします。 

 １年に１回は図書及び雑誌等、資料のシステムデータとの照合、整理等を行う
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必要があり、休館させていただくものです。 

 また、その間を利用して修繕工事等も実施しております。 

 例年、各図書館とも、間隔が１年となるように計画しております。 

 本日の教育委員会への報告後、告示をいたします。 

 また、各館とも、時期が近づいてまいりましたら、広報などにより周知をさせ

ていただきます。 

 報告は以上です。 

 

教 育 長  質疑、意見等がございましたら、ご発言ください。 

 区民の方の声として、図書館に行ったら休館だったというようなことがあるの

で、その周知がなかなか難しいのですが、ぜひ、できるだけ広い範囲で周知をす

るようお願いします。 

 

○報告事項 

７．新たな中央図書館の整備に向けた取組状況について 

（図－２・中央図書館） 

教 育 長  それでは、報告７「新たな中央図書館の整備に向けた取組状況」につきまして、

中央図書館長から報告願います。 

 

中央図書館長  資料「図－２」をご覧ください。 

 新たな中央図書館の整備に向けた取組状況につきまして、１１月以降の分につ

きましてご報告をさせていただきます。 

 まず、基本設計につきましては、現在、基本設計を策定し、実施設計作業に入

ったところです。来年１月までに設計をまとめ、３月から建設工事に入る予定で

す。後ほど、別紙１によりご説明させていただきます。 

 板橋区立図書館蔵書方針（案）及び新中央図書館のＩＣＴ化の方向性（案）に

つきましては、概要で後ほどご説明させていただきます。 

 ４のいたばしラウンジの運営・事業展開に関する調査についてです。 

 いたばしラウンジ（カフェ）につきましては、民間事業者と運営やサービスの

事業展開についてご意見を伺う調査を実施し、その意見を事業者募集や整備に反

映することを目的として実施するものです。 

 ３月２日と７日の２日間にわたる対話調査を実施いたしまして、運営時間や内

装、イベント企画、障がい者雇用など、事業者の立場から大変に参考になるご意

見をいただきました。この調査結果の内容を４月に公表するとともに、事業者募

集に向けた条件、仕様などを検討し、厨房設備など、実施設計にも反映していき

ます。 

 資料の２ページ目にお進みください。 

 ５、（仮称）ボローニャギャラリーデザインコンテスト第二次審査の実施につ

いてです。 

 こちらについては、新たな「いたばしボローニャ子ども絵本館」内に設置する
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３．６ｍ四方、高さ３ｍの箱型のギャラリーのデザインを選ぶもので、去る２月

２７日にボローニャ市で選定した３作品の中から１作品を選定したところです。 

 選定された作品につきましては、外観はボローニャ市を代表するポルチコの形

をしていまして、４方向から通り抜け可能、子どもが遊びながら本を読む楽しい

スペースが設置されております。 

 内部には、展示機能と絵本を読む小スペースなどが設けられております。 

 その中に、ボローニャの文化・伝統、現在を伝える情報展示、板橋区とボロー

ニャ市の交流を伝える展示、ボローニャ関連の絵本展示を予定してございます。 

 Ⅱは、取組状況です。 

 ここまでの検討に至った状況でございますが、改築推進検討会や検討部会を毎

月１回、設計定例会を毎月２回、図書館内のＰＴや分科会などの実施によりまし

て、専門家のアドバイスを受けながら、庁内で連携し、また、それぞれの担当職

員が検討を重ねて調整、まとめております。 

 区民への意見聴取や説明も引き続き実施しながら進めているところでございま

す。 

 資料の３ページ目の７番、上板橋第三中学校生徒とのワークショップについて

ご説明いたします。 

 「未来の図書館ワークショップ」と題しまして、４回シリーズで実施しており

ます。 

 １回目が９月、「学校図書館に行ってみよう」、２回目が１１月、「平和公園

に行ってみよう」、３回目が２月、「中央図書館に行ってみよう」ということで、

それぞれ現地に赴きまして、生徒の皆様が実際に体験型のワークショップを実施

しているところです。 

 本日、第４回、最終回といたしまして、「中学生が行きたくなる場所を考えよ

う」と題しまして、そうした図書館についてご提案をいただく予定です。 

 この内容につきまして、新たな中央図書館に設置するヤングアダルトの設定で

すとか、事業サービスの検討の参考にし、反映してまいりたいと考えております。 

 それでは、基本設計概要についてご説明いたします。 

 資料の４ページ目からご確認ください。 

 まず、資料の６ページ目をお開きください。 

 施設計画概要でございます。 

 敷地につきましては、赤の線で囲われているものを計画敷地としております。 

 ６，７１２㎡余りを想定し、この敷地につきましては、原則として屋外も図書

館が管理することといたします。 

 施設計画概要につきましては、図の左、３番の表に記載しているとおり、地上

３階地下１階、建築面積約１，５００㎡、延べ床面積が５，２８０㎡程度を予定

しているところでございます。 

 資料の７ページ目からが平面計画となります。 

 全体の断面のゾーニングコンセプトといたしまして、１階の「動」から２階、

３階、上階に行くにつれまして、「静」「にぎわい」から「集中」へとゾーニン
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グしていきます。 

 右側の図面につきましては、資料の上側が西方面で、常盤台方面、資料の下側

が東側で、上板橋方面、平和公園に面しているという図面となります。 

 １階には、児童エリア、いたばしボローニャ子ども絵本館、いたばしギャラリ

ー、いたばしラウンジを設置します。また、エントランスにはフリーラウンジや

物販スペース、展示スペース等を設置いたします。 

 また、１階には、だれでもトイレ、託児スペースや赤ちゃんの駅、予約本を受

け取るスペース等の設置を予定しております。 

 資料の８ページ目は２階の図面となります。 

 こちらには一般の開架書庫を配置しまして、また、青少年コーナー、視聴覚コ

ーナー、学習室、様々な読書席を設置いたします。 

 中央部にはインデックスエリアと称しましたテーマ別の本の展示を行いまして、

館内の情報を分かりやすく、タイムリーに紹介するコーナーを設けます。 

 続いて、資料の９ページ目が３階となります。 

 こちらには、参考図書、専門書を配架しまして、レファレンスカウンターのス

タッフがレファレンスに応じます。また、板橋区独自の地域資料コーナーを設置

します。また、席の予約のできる学習室を設置いたします。 

 最も静かな環境が必要な場所に対面朗読室を設置いたしまして、その前には、

点字図書など、そのほかの障がい者向けサービスを紹介するコーナーを設けます。 

 また、身障者が対応可能なトイレをユニバーサルデザインに配慮したスタッフ

がサポートできるような配置にいたします。 

 次が、地下となりまして、管理諸室及び、駐車場となります。 

 資料の１１ページ目が屋上でございまして、屋上には太陽光パネルを設置し、

再生エネルギーを活用した効率的な施設運営を目指します。 

 また、教育科学館と連携して、星空観測会等を実施できるようなしつらえなど

も計画しているところでございます。 

 全体的に、災害時の避難経路といたしまして、２方向の階段を設置するほか、

１階の西側の公園方向を初め、四方に避難できるように設計してまいります。 

 資料の１３ページ目にお進みください。 

 こちらが立面計画になります。 

 建物内につきましては、緑色で示したマス、四角のマスと、黄色で示しました

日射を抑え、遮蔽するスクリーンを、また、ピンク色で示しましたハートとして、

「こころをはぐくむ図書館」として、この曲線をガラスで構成するような形で考

えてございます。 

 資料の１５ページ目が公園の整備計画になります。 

 公園内には１３カ所から出入りができ、また、段差を解消したユニバーサル化

を図りまして、ウォーキングコースなどを設置する予定でございます。 

 資料の１６ページ目は図書館の敷地内周辺、さらに詳細に示してございます。 

 図書館の西側には、樹木を保全するために、既存樹木の足元をベンチなどで守

りながら、本なども読めるように整備するほか、いたばしギャラリーの前の広場、
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西側になりますが、いこいの場、イベントも可能なスペースとしまして、また、

児童エリアの前ですとか、いたばしラウンジの前にはウッドデッキなどの設置を

考えております。ここで読み聞かせなどが行える場にいたします。 

 さらに、図書館の西側には駐輪場を集中的に配置する予定でございます。 

 簡単ですが、基本設計の説明は以上でございます。 

 続きまして、別紙２、資料の１７ページ目です。 

 板橋区立図書館蔵書方針案について、概要で説明をさせていただきます。 

 この方針は、今後の社会状況の変化や新たな情報媒体に対応し、図書館の資料

の魅力が持続する板橋区立図書館全体の蔵書構築の充実を目指しまして、各地域

館の役割と地域の特色を生かしつつ、統一的な蔵書マネジメントを行っていくた

めに定めるものです。 

 新たな中央図書館の蔵書マネジメントに基づきまして、資料の収集・設置・保

存・除籍などの方針の改定を行っております。 

 資料の１８ページ目をご覧ください。 

 基本方針をお示ししています。 

 中央図書館では、区立図書館の中心的役割に応じた資料、高度な参考図書、地

域資料などの蔵書を収集いたします。 

 地域図書館では、地域の図書館として、幅広く親しみやすい蔵書、地域特性を

考慮した体系的な資料等を蔵書いたします。 

 全体的な特色といたしましては、絵本のまち板橋の魅力を発信する資料を充実

してまいります。 

 絵本を始めとした児童書、子育てに関する資料の充実、国際理解を深めるいた

ばしボローニャ子ども絵本館資料の充実を行ってまいります。 

 蔵書構成は、その下の点線部に囲ったような５つの方向性を示しております。 

 こちらを、先ほどお話ししました各種方針の見直しということで、具体的な実

現に生かす形に構成してございます。 

 資料の１９ページ目です。 

 この各種方針の特徴及び主な改正点を簡単にご説明いたします。 

 収集方針では、基本方針と資料別の収集方針を見直し、明確に規定したほか、

青少年図書及び児童図書では、教育課程や調べ学習に役立つ資料等、教育現場の

求めに応じた資料の収集を追加し、地域資料では、板橋区の特色ある産業や、交

流都市・交流自治体等に関連する資料の収集を追加しています。 

 さらに、いたばしボローニャ子ども絵本館の収集方針を新たに追加しています。 

 選定基準におきましては、各図書館の周辺地域の状況、利用者ニーズ、時代の

変化などに応じて、特色ある資料収集方針を目指しております。 

 ３番の保存基準、資料の２０ページ目の除籍基準につきましては、区立図書館

の図書が常に新鮮で、利用者ニーズに合わせて適切な方針を行うために、具体的

な基準を定めたものでございます。 

 次に、新たな中央図書館の開館に向けての蔵書購入方針・スケジュールでござ

います。 
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 新中央図書館の開館時、３２万冊を蔵書するということにしておりまして、そ

のために平成３０年度から資料を購入してまいります。 

 ３０年度につきましては、参考図書等のレファレンスに対応するために、長期

にわたり保存することが想定される蔵書、３１年度につきましては、様々な分野

をバランスよく購入するとともに、板橋区コーナーを構成する地域資料を購入、

また、３２年度につきましては、開館年でありますので、比較的サイクルの早い

文庫ですとか、旅行ガイド等を購入するという計画を立ててございます。 

 今後、配架計画ですとか、レイアウト検討と並行して、ラベルですとか、装備

の詳細を検討してまいります。 

 最後に、新中央図書館のＩＣＴ化の構成についてご説明をさせていただきます。 

 資料の３７ページ目、概要版をご覧ください。 

 情報化社会が進展する中で、大量の資料を収集し、多くの方に提供する図書館

におきましては、ＩＣＴ化を活用した事業運営、利用者サービスが求められてい

るところでございます。 

 新たな中央図書館におきましても、各種ＩＣＴ機器システムを導入し、利用者

サービス及び図書館の魅力を向上し、効率的な業務運営を果たすための方向性を

検討いたしまして示させていただいたところでございます。 

 ＩＣＴ化の主な特徴として、３つの観点でまとめてございます。 

 「あなたの「知りたい」を叶える図書館へ」、「板橋区の魅力を発見できる図

書館へ」、「便利で快適な図書館へ」ということで、ここにある赤の文字で示し

たものを新たに導入する計画を考えてございます。 

 次のページにその機器の利用イメージを掲載しております。 

 本編にはもう少し詳しく機器の内容などのご説明をさせていただいております。 

 最後に、今後の課題・検討事項といたしまして、今後は、実施設計の中で具体

的な機器の配備計画や運用計画を確定するほか、平成３０年度中にはＩＣＴ機器

を活用した様々なサービスの内容について検討し、決定していく予定です。 

 さらに、地域図書館へのＩＣタグなど、ＩＣＴ機器の導入拡大についても計画

的に実施できるように検討していくつもりです。 

 説明は以上でございます。 

 

教 育 長  質疑、意見等がございましたら、ご発言ください。 

 よろしいでしょうか。 

 

（はい） 

 

教 育 長  では、次に、教育委員会次第にはございませんが、追加報告事項はありません

か。 

 よろしいでしょうか。 

 

（はい） 
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教 育 長  それでは、以上をもちまして本日の教育委員会を終了いたします。 

 ありがとうございました。 

午前 １１時 ５５分 閉会 


